
事 業 名

事 業 主 体

支 援 事 業 名

事 業 期 間

事 業 が 歴 史
的 風 致 の 維
持 向 上 に 寄
与 す る 理 由

事 業 の 概 要

　郡上おどりや城下町の大神楽は、歴史的町並みを構成する建造物が背景となって、
縁日おどりや奉納が行われている。重点区域の歴史的風致を形成する上で特に重要な
建造物を「歴史的風致形成建造物」として指定し、これらの修理に対して助成を行う
ことで歴史的町並み景観の形成につながり、歴史的風致の維持向上に寄与する。

１．歴史的風致形成建造物修理修景事業

郡上市

平成27年度～令和 5年度：社会資本整備総合交付金（住環境整備事業）
令和6年度 ～令和15年度：市単独事業

平成27年度～令和15年度

事 業 位 置

　重点区域内において歴史的風致形成建造物を維持・保存する修理に伴う工事費の一
部を助成する。
　建造物の真正性の確保するため、郡上市歴史的風致維持向上計画協議会において修
理基準について協議を行い、ガイドライン等を策定する。

長良川鉄道郡上八幡駅舎プラットフォーム

島谷用水取水口

長良川鉄道郡上八幡駅舎 跨線橋長良川鉄道郡上八幡駅舎 本屋

旧八幡町役場庁舎

事業位置

旧林療院本館
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事 業 名

事 業 主 体

支 援 事 業 名

事 業 期 間

事 業 が 歴 史
的 風 致 の 維
持 向 上 に 寄
与 す る 理 由

事 業 位 置

事 業 の 概 要

　重点区域内において、一般建造物を歴史的町並みに調和させる修景に伴う工事費の
一部を助成する。
　建造物と町並みの調和を確保するため、住民自主協定である「郡上八幡市街地 まち
なみづくり町民協定」の締結地区内で、かつ協定の審査を受けた物件を対象とする。

　重点区域の町並みは、住民自主協定である「郡上八幡市街地 まちなみづくり町民協
定」によって、住民自らの手により守られてきた。歴史的風致を形成する要素となっ
ている一般建造物の修景に対して助成を行うことで、歴史的町並み景観の保存形成に
つながり、歴史的風致の維持向上に寄与する。

２．歴史的建造物に関する修景助成事業

郡上市

平成27年度～令和 4年度：市単独事業
令和 5年度　          ：社会資本整備総合交付金（住環境整備事業）
令和 6年度～令和15年度：市単独事業

平成27年度～令和15年度

事業位置

川原町の町並み

殿町の町並み

橋本町の町並み

本町の町並み
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事 業 名

事 業 主 体

支 援 事 業 名

関 連 計 画

事 業 期 間

事 業 が 歴 史
的 風 致 の 維
持 向 上 に 寄
与 す る 理 由

事 業 位 置

事 業 の 概 要

　郡上八幡北町地区は重要伝統的建造物群保存地区に選定され、重点区域の核となる
町並みを形成している。
　伝統的建造物の保存修理等を行うことで、周囲の景観と調和した良好な景観の形成
につながり、歴史的風致の維持及び向上に寄与する。

平成25年度～令和15年度

３．郡上八幡北町伝統的建造物群保存地区修理事業

郡上市

重要伝統的建造物群保存地区保存修理費国庫補助

　重要伝統的建造物群保存地区において、伝統的建造物等の保存修理等の基準に沿っ
た整備に対し補助を行う。

郡上市郡上八幡北町伝統的建造物群保存地区保存計画

職人町

柳 町

事業位置
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事 業 名

事 業 主 体

支 援 事 業 名

事 業 期 間

事 業 が 歴 史
的 風 致 の 維
持 向 上 に 寄
与 す る 理 由

事 業 の 概 要

　重要伝統的建造物群保存地区内にある、現在空地となっている場所を発掘調査を行
い、調査後に環境整備を実施する。

　郡上八幡北町地区は重要伝統的建造物群保存地区内にある場所であり、元々住居が
建ち並び、共同井戸もあることから、水のまちとしての特徴をもっている。また、郡
上藩の下屋敷があった場所であり、その発掘調査による成果も期待できる。そして、
この空地の環境整備をすることで、空地に隣接する郡上八幡まちなみ交流館との相乗
効果を図ることができた、さらに周囲の景観と調和した良好な景観の形成につなが
り、歴史的風致の維持及び向上に寄与する。

４．伝建地区環境整備事業

郡上市

令和5年度　　　　　 ：社会資本整備総合交付金（住環境整備事業）、市単独事業
令和6年度～令和7年度：市単独事業

令和5年度～令和7年度

事 業 位 置

事業位置

▲空地に残る共同井戸 ▲空地の全景（右奥がまちなみ交流館）
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事 業 名

事 業 主 体

支 援 事 業 名

事 業 期 間

事 業 位 置

事 業 が 歴 史
的 風 致 の 維
持 向 上 に 寄
与 す る 理 由

平成25年度～令和15年度

５．空家利活用事業

郡上市

市単独事業

重点区域内

事 業 概 要

　郡上八幡市街地空家空店舗状況調査の結果を踏まえ、町並みを維持するための空家
の利活用として、住宅の賃貸だけではなく、まちづくりと連携したさまざまな活用提
案（イベント等）を支援する。

　商工観光部と連携し、（一財）郡上八幡産業振興公社の1つのプロジェクトチームで
ある「チームまちや」が行う重点区域の空家利活用・促進を図る。また、住宅の賃貸
だけではなく、さまざまな活用提案を支援することは、空家の常態化を防ぐことにつ
ながり、歴史的風致の維持及び向上に寄与する。

▼空き家改修物件

▲▼町家オイデナーレのイベント写真
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事 業 名

事 業 主 体

支 援 事 業 名

事 業 期 間

事 業 位 置

事 業 が 歴 史
的 風 致 の 維
持 向 上 に 寄
与 す る 理 由

事 業 概 要

　重点区域及び歴史的風致地区を含めた市内にある空家・空店舗の解消を目指し、建
設部都市住宅課、商工観光部商工課等が所管する空家対策支援事業を促進する。

　各支援事業を活用することで、重点区域及び歴史的風致地区を含めた市内にある空
家・空店舗を解消し、空地化を防ぐことで、町並みや歴史的風致の景観の維持・向上
に寄与する。

６．空家対策支援事業

郡上市

市単独事業、岐阜県空き家総合整備事業費補助金

平成25年度～令和15年度

市内全域

▲郡上市空き家等活用改修費補助金を活用したリフォームした空家

▲郡上市空き家家財道具等処分費補助金を活用して整理した空家
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事 業 名

事 業 主 体

支 援 事 業 名

事 業 期 間

事 業 位 置

事 業 が 歴 史
的 風 致 の 維
持 向 上 に 寄
与 す る 理 由

　郡上おどりや城下町の大神楽の祭礼が開催される地区の各家庭の軒先に吊るされて
いる提灯や、高張り提灯の修繕や購入を支援する。これにより、町並みが醸し出す風
情が生まれ、行事を担う者や周辺住民の意識の高揚を図ることができ、歴史的風致の
維持及び向上に寄与する。

事 業 概 要

７．伝統的しつらえ整備支援事業

郡上市

市単独事業

平成28年度～令和15年度

　郡上おどりや城下町の大神楽等、伝統的な町並みの風情を保つしつらえ設置に係る
費用に対して助成を行う。

重点区域内

日吉神社参道のしつらえ

本町通りの郡上おどり大提灯軒先の提灯
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事 業 名

事 業 主 体

支 援 事 業 名

事 業 期 間

事 業 位 置

事 業 が 歴 史
的 風 致 の 維
持 向 上 に 寄
与 す る 理 由

　毎年4月中旬に開催される春祭りにおいて、城下町の大神楽は市街地を巡行する。核
となる三つの神社の衣装や小道具等の購入修理や練習活動を支援することにより活動
の活性化につながり、歴史的風致の維持及び向上に寄与する。

事 業 概 要

８．祭礼活動及び用具整備支援事業

岐阜県・郡上市

岐阜県指定文化財保護事業
無形民俗文化財伝承支援事業

平成16年度～令和15年度

　城下町の大神楽や郡上おどりの練習場としての会場使用料の無償化、衣装や小道具
の購入・修理について、必要に応じて学識経験者等の指導・助言を得ながら支援をす
る。

重点区域内

破損した天狗の面

修繕が必要な舞子の衣装
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事 業 名

事 業 主 体

支 援 事 業 名

事 業 期 間

事 業 位 置

事 業 が 歴 史
的 風 致 の 維
持 向 上 に 寄
与 す る 理 由

事 業 概 要

　郡上おどりで歌われる民謡「郡上節」の唄い手の減少対策として、地元の八幡小学
校の児童を対象に講師から「民謡」の歌い方などの学習し、民謡の唄い手の育成を図
る。

　郡上おどりの担い手、とりわけ唄い手不足は喫緊の課題であり、3年間の計画で「郡
上節」の練習行うことで、伝統文化の継承への契機に繋げていくことで、歴史的風致
の維持及び向上に寄与する。

９．重点区域内の民謡学習事業

郡上市

市単独事業

令和5年度～令和7年度

重点区域内

児童の前で民謡を実演する講師

民謡指導を受けて、練習をする児童
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事 業 名

事 業 主 体

支 援 事 業 名

事 業 期 間

事 業 位 置

事 業 が 歴 史
的 風 致 の 維
持 向 上 に 寄
与 す る 理 由

事 業 の 概 要

　重点区域内における伝統的水利用施設について、過去2回実態調査を実施したが、最
後の調査から10年以上を経過しており、改めて施設や状況等の実態調査を行う。

　町並みや、暮らしと一体となって地域のコミュニティを形成してきた多様な形態の
水環境や、それに付随する備品（セギ板等）を改めて調査することで、伝統的水利用
に関する課題を把握し、またその対応を検討することで、歴史的風致の維持及び向上
に寄与する。

１０．伝統的水利用施設調査事業

郡上市

市単独事業

令和8年度

重点区域内

水舟（コンクリート製）手押し井戸

平成25年実施調査の伝統的水施設の現況調査図（一部）

266



事 業 名

事 業 主 体

支 援 事 業 名

事 業 期 間

事 業 位 置

事 業 が 歴 史
的 風 致 の 維
持 向 上 に 寄
与 す る 理 由

事 業 の 概 要

　島谷用水取水口は、昭和11年（1936）に現在の形に改修されて以降、経年劣化等に
よる損傷やひびなどが目立つようになっているため、取水口の修景事業を実施する。

　八幡町の南町を網羅的に流れる島谷用水は、郡上八幡の人々の日常生活、いがわの
小径、やなかの水の小径などの観光スポットに密接に関わる重要な用水路の1つであ
る。このため、その取水口が維持できなければ、その影響は甚大であるため、取水口
の修景を行うことによって、水のまち郡上八幡、郡上おどりにみる歴史的風致の維
持・向上に大きく寄与する。

１１．島谷用水路取水口修景事業

郡上市

令和5年度　　　　　 ：社会資本整備総合交付金（住環境整備事業）、市単独事業
令和6年度～令和7年度：市単独事業

令和5年度～令和7年度

重点区域内

島谷用水取水口全景

島谷用水取水口の損傷個所（一部）
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事 業 名

事 業 主 体

支 援 事 業 名

事 業 期 間

事 業 が 歴 史
的 風 致 の 維
持 向 上 に 寄
与 す る 理 由

事 業 位 置

事 業 の 概 要

　昭和4年（1929）に利用開始された長良川鉄道 郡上八幡駅は、鉄道・路線バス・コ
ミュニティーバス等公共交通の拠点であり、鉄道開通を記念した郡上おどりの会場に
もなっている。
　重点区域の玄関口として、公共交通と情報発信の拠点となる郡上八幡駅の駅前ロー
タリーを整備することによって、住民や来訪者の利便性の向上につながり、歴史的風
致の維持及び向上に寄与する。

１２．郡上八幡駅周辺整備事業

郡上市

市単独事業

令和7年度

　長良川鉄道 郡上八幡駅の駅前ロータリーの改修を行う。

駅前ロータリーと郡上八幡駅

事業位置
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事 業 名

事 業 主 体

支 援 事 業 名

事 業 期 間

事 業 位 置

事 業 が 歴 史
的 風 致 の 維
持 向 上 に 寄
与 す る 理 由

　観光車両と地元車両の混在による回遊性や緊急車両の通行阻害の原因を、地元住民
とともに考察することにより重点区域が抱える課題を共有する。また、その結果を観
光パンフレット等に反映させることにより、住民や来訪者の利便性の向上につなが
り、歴史的風致の維持及び向上に寄与する。

事 業 概 要

１３．城下町交通体系検討調査

郡上市

市単独事業

平成26年度～令和15年度

　有識者と地元住民を交えて現状の交通課題と風致を考察し、よりよい交通体系を検
討するとともに、その成果を推奨観光ルートとしてパンフレットに反映させる。

重点区域内

観光客と車両で混雑する重点区

現在の観光パンフレット
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事 業 名

事 業 主 体

支 援 事 業 名

事 業 期 間

事 業 が 歴 史
的 風 致 の 維
持 向 上 に 寄
与 す る 理 由

事 業 の 概 要

　1期期間中に行えなかった北町及び南町の一部の市道は、重点区域内の歴史的風致に
挙げている城下町の大神楽や郡上おどりの順路及び会場として使用される道路であ
り、沿道の伝統的な建造物等との調和が求められている。
　周辺景観に配慮した道路修景整備（ショットブラスト工法）を行うことにより、町
並みの景観保全と来訪者の周遊性が向上し、歴史的風致の維持及び向上に寄与する。

１４．道路修景事業

郡上市

平成27年度～令和5年度：社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業、住環境
　　　　　　　　　　　 整備事業）、市単独事業
令和6年度～令和15年度：市単独事業

平成27年度～令和15年度

事 業 位 置

　1期計画に引き続いて、重点区域内の市道を歴史的建造物を含めた周囲の環境と調和
がとれるよう、ショットブラスト工法を用いて景観に配慮した道路舗装を行う。

事業位置

▲施工前 ▲施工後

▲ショットブラスト工の施工
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事 業 名

事 業 主 体

支 援 事 業 名

事 業 期 間

事 業 位 置

事 業 が 歴 史
的 風 致 の 維
持 向 上 に 寄
与 す る 理 由

事 業 の 概 要

　「郡上かるた」を通して、郡上の歴史・人物・史跡・名勝・社寺・産業等を紹介
し、誰もが郷土の歴史や地理などの要点を学び、歴史的風致への意識を醸成する。ま
た、毎年郡上市かるた大会を開催し、郡上市の歴史的風致の一層の発信を図る。

　郡上かるたは、市内の重点区域や歴史的風致の区域の文化財、活動、民俗芸能を含
めて紹介しており、子供から大人までが気軽かつ身近に知ることができる教材でもあ
る。また、かるた大会を通して、かるたの言葉や絵柄の理解を深めることが、歴史文
化の発信につながり、歴史的風致の維持及び向上に寄与する。

１５．郡上かるた事業

郡上市

市単独事業

平成22年度～令和15年度

市域全域

令和４年度 郡上かるた大会の様子

郡上かるた

郡上かるた 副教本
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事 業 名

事 業 主 体

支 援 事 業 名

事 業 期 間

事 業 位 置

事 業 が 歴 史
的 風 致 の 維
持 向 上 に 寄
与 す る 理 由

　重点区域内にある文化財や歴史的環境について、郡上市歴史資料館を中心に調査研究
を行っており、また市民向けの文化財講座等を開催しており、歴史文化に対する市民の
関心と理解を深めることができるとともに、調査結果を伝承や後継者の育成に活用する
ことによって、歴史的風致の維持及び向上に寄与する。

事 業 概 要

１６．重点区域の文化遺産 記録作成・調査研究事業

郡上市、地域住民等

市単独事業

平成25年度～令和15年度

　文化財の保存活用に携わっている郡上市歴史資料館をはじめとして、各種団体や地域
組織と連携して、文化財や歴史的環境の記録保存と調査研究を行う。

重点区域内

特定非営利活動法人「郡上八幡水の学校」が行っている水の生業悉皆調査＆調査報告会

▲資料調査者養成講座

「実践！郡上の古文書どんどん読もう会」

の様子

▲郡上市歴史資料館館報の刊行

重点区域内を含め、史料や文化財

等の調査結果等を報告している。
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事 業 名

事 業 主 体

支 援 事 業 名

事 業 期 間

事 業 位 置

事 業 が 歴 史
的 風 致 の 維
持 向 上 に 寄
与 す る 理 由

　郡上市歴史資料館や郡上おどり保存会などによる、市民向けの講座開催や、市民団
体による教室を行っており、歴史的環境等の調査・発表を支援することにより、歴史
的風致への関心と理解を深めることができ、歴史的風致の維持及び向上に寄与する。

事 業 概 要

１７．重点区域の文化遺産 情報発信・人材育成事業

郡上市

市単独事業

平成25年度～令和15年度

　重点区域の歴史的風致の構成要素をテーマとした展示に伴い、座学や現地見学会を
開催することで歴史的風致の継承と普及啓発、教育活動を行うことで、歴史邸風致を
担う意識の醸成を図る。

重点区域内

▲ふすま下張り文書調査演習

襖の下張り文書の整理調査のため、整理作業を外部講師の指導の下で実習風景

▲郡上おどり無料講習会

（主催：郡上おどり運営委員会）
▲郡上おどりお囃子講座
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